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（汚染の除去等の措置） 
第七条 都道府県知事は、前条第一項の指定をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該汚染による人の健康に係る被害を防止

するため必要な限度において、要措置区域内の土地の所有者等に対し、当該要措置区域内において講ずべき汚染の除去等の措置及びそ

の理由、当該措置を講ずべき期限その他環境省令で定める事項を示して、次に掲げる事項を記載した計画（以下「汚染除去等計画」と

いう。）を作成し、これを都道府県知事に提出すべきことを指示するものとする。ただし、当該土地の所有者等以外の者の行為によっ

て当該土地の土壌の特定有害物質による汚染が生じたことが明らかな場合であって、その行為をした者（相続、合併又は分割によりそ

の地位を承継した者を含む。以下この項及び次条において同じ。）に汚染の除去等の措置を講じさせることが相当であると認められ、

かつ、これを講じさせることについて当該土地の所有者等に異議がないときは、環境省令で定めるところにより、その行為をした者に

対し、指示するものとする。 
一 都道府県知事により示された汚染の除去等の措置（次条第一項において「指示措置」という。）及びこれと同等以上の効果を有する

と認められる汚染の除去等の措置として環境省令で定めるもののうち、当該土地の所有者等（この項ただし書に規定するときにあって

は、同項ただし書の規定により都道府県知事から指示を受けた者）が講じようとする措置（以下「実施措置」という。） 
二 実施措置の着手予定時期及び完了予定時期 
三 その他環境省令で定める事項 
２ 都道府県知事は、前項の規定により都道府県知事から指示を受けた者が汚染除去等計画を提出しないときは、その者に対し、汚染除

去等計画を提出すべきことを命ずることができる。 
３ 汚染除去等計画の提出をした者は、第一項各号に掲げる事項の変更（環境省令で定める軽微な変更を除く。）をしたときは、環境省

令で定めるところにより、変更後の汚染除去等計画を都道府県知事に提出しなければならない。 
４ 都道府県知事は、汚染除去等計画（汚染除去等計画の変更があったときは、その変更後のもの。以下この項から第九項まで、第九条

第一号及び第十条において同じ。）の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が環境省令で定める技術

的基準（次項において「技術的基準」という。）に適合していないと認めるときは、その提出があった日から起算して三十日以内に限

り、当該提出をした者に対し、その変更を命ずることができる。 
５ 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出があった場合において、当該汚染除去等計画に記載された実施措置が技術的基準に適合して

いると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。この場合においては、当該提出をした者に対し、遅滞なく、短縮

後の期間を通知しなければならない。 
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６ 汚染除去等計画の提出をした者は、第四項に規定する期間（前項の規定による通知があったときは、その通知に係る期間）を経過し

た後でなければ、実施措置を講じてはならない。 
７ 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じなければならない。 
８ 都道府県知事は、汚染除去等計画の提出をした者が当該汚染除去等計画に従って実施措置を講じていないと認めるときは、その者に

対し、当該実施措置を講ずべきことを命ずることができる。 
９ 汚染除去等計画の提出をした者は、当該汚染除去等計画に記載された実施措置を講じたときは、環境省令で定めるところにより、そ

の旨を都道府県知事に報告しなければならない。 
10 都道府県知事は、第一項の規定により指示をしようとする場合において、過失がなくて当該指示を受けるべき者を確知することがで

きず、かつ、これを放置することが著しく公益に反すると認められるときは、その者の負担において、当該要措置区域内の土地におい

て講ずべき汚染の除去等の措置を自ら講ずることができる。この場合において、相当の期限を定めて、汚染除去等計画を作成し、これ

を都道府県知事に提出した上で、当該汚染除去等計画に従って実施措置を講ずべき旨及びその期限までに当該実施措置を講じないとき

は、当該汚染の除去等の措置を自ら講ずる旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 
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○土壌汚染対策法施行規則（平成１４年環境省令第２９号） 
（汚染除去等計画の作成及び提出の指示） 
第３３条 法第７条第１項本文に規定する指示は、書面により行うものとする。 
（汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項 
第３４条 法第７条第１項本文の環境省令で定める事項は次のとおりとする。 

一 汚染の除去等の措置（法第６条第１項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。）を講ずべき要措置区域の場所 
二 汚染除去等計画（法第７条第１項に規定する汚染除去等計画をいう。以下同じ。）を提出すべき期限 

２ 法第七条第一項本文の措置を講ずべき期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき要措置区域の場所、当該要措置区域内の土地の土壌の

特定有害物質による汚染状態、当該要措置区域内の土地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう示

すものとする。 
３ 第一項第一号の要措置区域の場所は、当該要措置区域若しくはその周辺の土地の土壌又は当該要措置区域若しくはその周辺の土地に

ある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において示すものとする。 
４ 第１項第２号に掲げる期限は、汚染の除去等の措置を講ずべき土地の場所、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態、当該土 

地の所有者等の経理的基礎及び技術的能力等を勘案し、相当なものとなるよう定めるものとする。 
 

（土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示） 
第３５条 法第７条第１項ただし書に規定する指示は、特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体を埋め、飛散させ、流 

出させ、又は地下に浸透させる行為をした者に対して行うものとする。ただし、当該行為が次に掲げる行為に該当する場合は、この限 
りでない。 
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第６条の２第２項に規定する一般廃棄物処理基準に従って 
する同法第２条第２項に規定する一般廃棄物の埋立処分 

二 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１２条第１項に規定する産業廃棄物処理基準若しくは同法第１２条の２第１項に規定する  

特別管理産業廃棄物処理基準に従ってする同法第２条第４項に規定する産業廃棄物の埋立処分 
三 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和４５年法律第１３６号）第１０条第２項第４号に規定する基準に従ってする 
同法第３条第６号に規定する廃棄物の排出 
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２ 法第７条第１項ただし書に規定する指示は、２以上の者に対して行う場合には、当該２以上の者が当該土地の土壌の特定有害物質に 
よる汚染を生じさせたと認められる程度に応じて講ずべき汚染の除去等の措置を定めて行うものとする。 

３ 前２条の規定は、法第７条第１項ただし書に規定する指示について準用する。この場合において、前条第３項中「当該土地の所有者

等」とあるのは、「当該土壌汚染を生じさせる行為をした者」と読み替えるものとする。 
 
（指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置） 
第３６条 指示措置は、別表第六の上欄に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に定める汚染の除去等の措置とする。 
２ 都道府県知事が、自らが有する担保権の実行としての競売における競落その他これに類する行為により土地の所有者等となった者で

あって、当該土地を譲渡する意思の有無等からみて土地の所有者等であることが一時的であると認められるものに対し、法第七条第一

項の規定により当該要措置区域において講ずべき汚染の除去等の措置を示すときは、前項の規定にかかわらず、当該要措置区域内の土

地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しない場合にあっては別表第六の一の項に規定する地下水の水質の

測定、当該要措置区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌含有量基準に適合しない場合にあっては同表の七の項に規

定する立入禁止を示すものとする。 
３ 法第七条第一項第一号の環境省令で定める指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置は、別表第六の上欄

に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める汚染の除去等の措置とする。 
 
（汚染除去等計画の変更の命令） 
第３８条 法第７条第４項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。 
 
（実施措置に関する技術的基準） 
第３９条 法第７条第４項の実施措置に関する技術的基準は、次条及び第４１条までに定めるところによる。 
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（措置の実施の方法） 
第４０条 別表第六の一の項に規定する地下水の水質の測定、同表の二の項に規定する原位置封じ込め、遮水工封じ込め、地下水汚染の 

拡大の防止及び土壌汚染の除去、同表の三の項に規定する遮断工封じ込め、同表の四の項に規定する不溶化、同表の七の項に規定する 
舗装及び立入禁止、同表の八の項に規定する土壌入換え並びに同表の九の項に規定する盛土の実施の方法は、別表第八に定めるところ

による。 
２ 前項に定めるもののほか、次に定めるところにより、実施措置を講じるものとする。 

一 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌が要措置区域内の帯水層に接する場合にあっては、土地の形質の変更の施行方法

が環境大臣が定める基準に適合していること。 
二 前号に定めるもののほか、基準不適合土壌、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の飛散等、地下への浸透及び地下水汚染の

拡大を防止するために必要な措置を講ずること。 
三 要措置区域外から搬入された土壌を使用する場合にあっては、環境大臣が定める方法により当該土壌の特定有害物質による汚染状

態を調査し、把握すること。 
四 要措置区域の指定に係る土壌汚染状況調査と一の土壌汚染状況調査により指定された他の要措置区域から搬出された汚染土壌を

使用する場合にあっては、当該土壌の使用に伴い、人の健康に係る被害が生ずるおそれがないようにすること。 
 
（廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置） 
第４１条 次に掲げる基準に従い港湾法（昭和２５年法律第２１８号第２条第５項第９号の２に掲げる廃棄物埋立護岸において造成され

た土地であって、同法第２条第１項に規定する港湾管理者が管理するものについては、前２条に定める汚染の除去等の措置が 
講じられている土地とみなす。 
一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２第２項に規定する一般廃棄物処理基準又は同法第１２条第１項に規定する産業廃 
棄物処理基準若しくは同法第１２条の２第１項に規定する特別管理産業廃棄物処理基準 

二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第１０条第２項第４号に規定する基準 
（実施措置を講ずべき旨の命令） 
第４２条 法第７条第８項の命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。 
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